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－１月２７日－ 

平成２１年１月２７日（火）午後３時より、日食協会議室において臨時理事会を開催し、

平成２１年度年初暫定収支予算案を審議、検討し承認した。 

これは定款第３９条の定めにより、毎年４月１日より開始される新年度の当初期間につ

いては、５月中に開催される総会において議決される予算成立迄、執行されるべき予算が

ないことから、例年この時期に臨時理事会を開催して暫定予算を審議、承認しているもの

である。 

当日は、執行運営委員会を開催する事として、予め各理事にこの暫定予算についての、

ご意見、賛否をご案内し、執行運営委員会出席者が委任状により各理事の代理を兼ねる形

で開催した。 

この臨時理事会の内容については、議事録から以下に掲載します。 

 

 

出欠状況： 理事総数 ２６名中 出席理事 １０名 委任状出席 １６名 計２６名 

 監事総数 ３名中   委任状出席 ３名 計２３名 

出席理事氏名： 國分勘兵衛（代理 小木曽泰治）  後藤 雅治（代理 皆本 睦夫） 

 吉野 芳夫（代理 成田 祐一）  濱口 泰三（代理 佐田 幸夫） 

 津久浦慶之（代理 津久浦慶信）  三枝 晧祐（代理 小林 由朗） 

 磯野 謙次（代理 和田  正）  加藤 武雄（代理 破魔 重美） 

 水足 眞一（代理 葉梨 卓淑）  奥山 則康 

◎委任状出席理事  山本佳宏、村山圭一、堀内琢夫、上田弘、松川隆志、永津邦彦、鈴木重一、

桑島敏彰、中村成朗、竹内克之、本村道生、栁川信、中嶋隆夫、佐藤孝治、

大野志郎、成田健    

◎委任状出席監事 萩原弥重、横山敬一、濱口吉右衞門 

 

議 案   第１号議案  平成２１年度年初収支暫定予算の件  

    第２号議案  その他 

 

 定刻、事務局より開会の案内と本日の出欠状況を報告。理事会の成立を確認。 

 正・副会長いずれも代理出席なので、定款第１４条３項に基づき議長として、専務理事の就

任の是非について諮ったところ、異議なく承認されたので奥山則康専務理事が議長席に着席し

た。 

 議長は直ちに議事録署名人として、破魔理事代理と佐田幸夫理事代理を指名し、了承を得た

ので議事に入った。 

平成21年度 年初暫定収支予算案承認 

臨 時 理 事 会 
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第１号議案  平成２１年度年初収支暫定予算の件 

                   

議長より資料１の予算案と策定経緯について説明し、さらに事前に各理事・監事に質疑と賛

否を問うた結果、全員質問もなく異議もなく賛成との回答文書を得ている旨の報告を行った。

ここで改めて出席者に賛否、質疑を問うたが、異議なく承認された。 

 

 尚、この暫定予算は５月に予定されている総会において議決される平成２１年度収支予算に

包含される事も併せて確認した。 

 

第２号議案  その他 

 

 議長より出席者に問題提起の有無を諮ったが、何もなかった。 

 

 以上で、予定の議題の審議が終了したので議長より閉会を告げた。 

以 上 

 

平成２１年度年初収支暫定予算（案） 

（自平成２１年４月１日～至平成２１年５月２９日） 

 

１ 収入の部 

大科目 中科目 金 額（円） 

会費収入 会員会費収入 9,109,000 

雑収入 雑収入 22,000 

当期収入合計  9,131,000 

前期繰越収支差額  22,976,721 

収入合計  32,107,721 

 

 

２ 支出の部 

大科目 中科目 金 額（円） 

事業費 調査研究事業費 4,380,000 

知識啓発事業費 810,000 

管理費 人件費 3,100,000 

会議費 300,000 

事務諸費 1,320,000 

当期支出合計  9,910,000 

当期収支差額  -779,000 

次期繰越収支差額  22,197,721 
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議案内容について 

定款第３９条により、平成２１年度年初（平成２１年４月１日より平成２１年５月２９日（総

会開催予定日）まで）収支暫定予算を次の如き立案方針で策定致しました。 

収入の部でありますが、前期からの繰越分については平成２０年度予算の翌期繰越金額

としました。 

会費収入については、当局の指導に基づき、平成２０年度実績（９月末）額の「１２分の

２（２ヶ月分の意）」としました。 

支出については、調査研究費・知識啓発事業費ともに平成２０年度予算と、進捗状況を

勘案し推計しました。 

人件費については、平成２１年度見込み額にて算出しました。 

会議費と事務諸費については、２０年度実績（２ヶ月間）に進捗状況を加味し、算出致

しました。 

以 上  

 

 

 

 

 

 

－各地で新年賀詞交換会開催－ 

酒類食品業界の親睦団体である酒類食料品業懇話会は、１月５日（月）東京都中央区のロイ

ヤルパークホテルで恒例の新年賀詞交換会を開催し、メーカー、卸の幹部が多数出席して新春

の慶びを分かち合った。 

会の冒頭で國分勘兵衛会長（国分（株））は、次のような年頭挨拶を述べた。 

｢日本経済は昨年後半からの金融不安

が本年に持ち越され、報道では厳しさが

強調され明るい話題はない。昨年は原油

や原材料の値上げから多方面で価格改定

が実施され、酒類食品業界においても価

格改定が実施され一息ついているところ

ではないだろうか。しかし昨年後半から

の金融不安から円高・株安・消費停滞な

どが生じ実態経済に大きな影響を及ぼし

新年を迎えている。酒類食品業界におい

ては人口減少、高齢化などマーケットは

需要に合った生産、消費にあった販売を 

事 業 活 動 

乾杯の発声をする國分勘兵衛会長 
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缶詰業界 新年賀詞交換会 

縮小するとは言いながら、われわれは他産業に比べればまだまだ恵まれた状況ではないだろう

か。今年もこの業界を大切に育てて生きたい。その為には消費停滞を引き金にデフレ再燃が懸

念される中、需要にあった生産、消費に合った販売を心がけデフレ化に巻き込まれる事なく、

利益を付加価値確保のための再投資に利用し、業界の繁栄のために尽力していただければと思

う。環境は厳しいが酒類食料品業界が実りの多い年になる事を願っている。」 

出席者はメーカー・卸・団体関係者など２３３社・７９８人。来場した年男を代表して、味の素特

別顧問の歌田勝弘氏が乾杯の発声を行った。中締めは、磯野健次氏（明治屋商事（株））がおこ

なった。例年、業界新年会を開催していた東京都食品卸同業会が昨年で解散したため、東京地

区のメーカー・卸の賀詞交換会は今年から本会に一本化されたことで出席者も昨年を１００人ほ

ど上回った。 

 

缶詰業界新年賀詞交換会は、１月７日（水）東京都千代田区のパレスホテルで缶詰８団体

（（社）日本缶詰協会・（社）日本加工食品卸協会・日本製罐協会・（財）食品環境検査協会・日本

鮪缶詰輸出水産業組合・日本水産缶詰輸出水産業組合・日本蜜柑缶詰工業組合・日本ジャム工

業組合）の共催で関係省庁や会員企業のトップら４５０名が参集し行われた。 

冒頭、関連団体を代表して（社）日本缶詰協会の小瀬 昉会長（ハウス食品（株））は、「世界

的な不況の中で先行きが見えない中、我が業界は顧客に焦点を合わせて新しい価値を提供して

いかねばならない。缶詰・瓶詰・レトルト食品は経済価値に加え、個食・即食にも対応できる

特性をもっている。これにおいしさと健康という消費者の求める価値を加えることができれ

ば、必ず市場活性化へのチャンスは掴めるはずだ。業界全体が一丸となって市場のメリット・

デメリットを分析し、開発力を高めていくことが大切だ。８団体は関係を強化して訴求してい

く。缶詰協会は普及と品質向上という原点に立ち返って展開していく。「信頼性向上自主行動

計画」に基づく対策を魂を込めて実践していきたい。」と挨拶。 

この後、農林水産省総合食料局長町田勝弘氏が、祝辞を述べ、（社）日本加工食品卸協会の國

分勘兵衛会長（国分（株））が乾杯の音頭を執り、「１００年に１度の世界的不況といわれている

中、一番大切なのは自社の経営を徹底して行うことで、消費者が求める商品を作り、魅力的な

提案で販売する事だと思う。日食協も一丸となって商品販売に取り組んでいく考え方だ。」と

述べた。中締めは日本製罐協会の三木啓史会長（東洋製罐（株））が、行い「パワフルで元気ハ

ツラツな１年となることを願い、関連団体一丸で市場活性化を目指したい。」と締めた。 
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近畿支部においては、（社）日本加工食品卸協会と大阪府食品卸同業会の共催で「０９年大阪

食品業界新春名刺交換会」が１月５日（月）大阪・太閤園で開催された。卸・メーカー約２１０

社６７０余人が出席し新年の清々しい雰囲気の中で華やかな賀詞交歓を行った。 

主催者を代表して（社）日本加工食品卸協会近畿支部副支部長の浅沼 明氏（加藤産業（株））

は、「昨年の価格改定の動きはようやく市場に浸透した。今年はこれを基盤に新しい市場創造

に向かって卸、メーカーが一体で取り組んでいかねばならない。消費の停滞が言われている

が、まだまだ新しい切り口はあると思う。例えば、朝食を食べない子供達が増えているという

中で、食べやすいおいしい朝食の提案、高齢者には健康をキーワードとした安心・安全な食の

提案など、製造から売場作りまでのトータルな展開が必要となってくるだろう。これまでの経

験を生かして、おのおのの立場でできることを１つずつ実践し、共に汗をかいていけば必ず明

るい未来が開けるはずだ。」と述べた。 

来賓代表の農林水産省近畿農政局長の斉藤 昭氏は、「経済構造不況が言われる現在、関西

経済の活性化も今年の農政の重要課題となっている。このため、関係省庁と連携して農商工等

連携促進法に基づき、農林水産業と商工業等の連携を強化し、新商品の開発、販路開拓などの

取り組み支援を通じてフードシステム全体の活性化に努める。食品産業は日本経済のコア産業

であり、現在の生産額は我が国のＧＤＰ５００兆円の約２割を占めることから、不況脱出の切り

札となる。その意味でも特に大阪食品業界のますますの発展を祈念する。」と挨拶された。 

ついで大阪府食品卸同業会の佐藤 進会長（伊藤忠食品（株））が乾杯の発声を執り、「１００

年に１度と言われるほどの米国からの経済不安の激震の中で迎えた新年だが、こうした年こそ

足元をしっかり固めて、私ども卸とメーカーがスクラムを組み、日々の業務に取り組んでいか

ねばならない。厳しい時代だからこそ明るい家庭の食卓を提供し、楽しい食事を提案すること

が業界人の使命だと痛感している。基本に忠実にまっすぐ進んで行こう。」と述べた。中締め

は参加企業を代表して、 

味の素（株）の平井秀幸氏が「三本締め」を行い閉会した。 

 

北海道支部では、１月６日（火）に平成２１年「加工食品業界新年交礼会」を開催し、会員や

賛助会員など約３００人が参加して難局を乗り切ろうと誓い合った。 

北海道支部長の村山圭一氏（スハラ食品（株））は、「暗い話題が多いが、食品業界は景気が

悪い他産業と比べ恵まれている。第１に食品は食べるとなくなる。第２に円高が悪いように言

われるが、逆に安い商品を輸入できるメリットがある。第３は海外旅行に安くいける。１０年

先をみると、北海道で仕事できる事はすばらしいことかもしれない。食糧自給率２００％を超え

る道内にはチャンスがある。中国やロシアから日本をみても、将来の食糧基地として最適なと

ころらしい。北海道は日本で一番可能性がある。朝の来ない夜はなく、希望を持っていきた

い。消費者の変化のスピードに負けないよう日々努力して難局を乗り切ろう。」と述べた。 

賛助会員を代表をして須藤 宏氏（北海道味の素（株））は、食品業界で大切な事は、安全・

安心の約束事をしっかり守り、嘘をつかないこと。北海道の経済はきびしいが、逆にその良さ

をアピールできるチャンスだと思う。」と乾杯した。 

最後に、副支部長の山本佳宏氏（日本アクセス北海道（株））は、「世相を表す言葉で１昨年

は偽、昨年が変、そして今年は我慢の我だ。また、こういう時代、すこしでも早く悪いところ

から脱皮しようといっている。自らが脱皮していく事が大事。」と結んだ。 
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九州・沖縄支部は、１月５日（月）ホテル日航福岡において「平成２１年度新年交礼会」を

開催した。福岡県の主要卸はもとより、九州各地区卸同業会、商社、メーカー幹部が出席し新

年の始まりを祝った。 

九州・沖縄支部長の本村道生氏（コゲツ産業（株））は、「昨年を顧みると、特に後半時期に

おいて世界中が大荒れに荒れた感がある。あまりにも変化のスピードは早く、影響の大きさ、

深さに当惑しながらの新年を迎えた。このような世界的な不況の中で消費がますます減退する

懸念の中、私ども食品業界も別の問題をもっている。代表的なものが食の「安全・安心」が問

われ、消費者が不安を持っていることだ。また原料、原油高による値上げがあったが、消費

者、小売業の皆様からも基本的には理解が得られ、値上げは順調な浸透も見られた。これは危

機感を共有して、業界が「協調」したためではないかと思われる。いずれにしても、世界的な

景気低迷から脱却するためには大きなエネルギーを必要とするだろうし、同じように、私ども

卸売業の業界においても「協調」というスタンスが非常に重要になってくるものと思われる。

幸い私ども食品業界は「不況に強い」と昔から言われているが、努力を怠らず、厳しい時代に

共存共栄の理念で乗り切っていきたい。今年は丑年だ。ゆっくりとしっかりした歩みで進んで

いきたい。それぞれの役割を果たしながら、業界全体が協調の道を進めるようにお願いした

い。」と挨拶し「協調」の必要性を訴えた。 

副支部長の栁川 信氏（ヤマエ久野（株））は「景気低迷でも一喜一憂することなく、常に冷

静でありたいと考えている。今年は丑年で、目的に向かって迷走することなく、経営の原点を

見据えて一歩一歩確実に前に進んで王道を歩みたい。」と挨拶した。 
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－ＥＤＩワーキンググループ－ 

販売促進金支払データ 照合区分「７」新設のご案内 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜

り、厚く御礼申し上げます。「企業間標準システム」の販売促進金支払データ内「照合区分」

に７（別途支払済み）を新設致します。ホームページ上のデータフォーマットも改訂しており

ますので参照願います。 

敬具 

 

記 

１．変更箇所 

販売促進金支払データ ６．支払明細レコード２ の Ｎｏ１０「照合区分」に照合結果の

内容に新たに７（別途支払済み）を設定します。 

２．変更目的 

照合区分は現在０～６を日食協として設定しているが「別途支払済み」という切分けを増

やす事により、照合結果内容をより明確化させ業務効率を向上させる事を目的としていま

す。 

３．新設後照合区分 

請求金額に対する照合をした際の結果内容を示す。 

０：照合支払、１：数量違い、２：条件違い、３：条件・数量違い、４：保留、 

５：約束無し、６：支払済み、７：別途支払済み 

４．適用日 

平成２１年 ２月 １日 

以 上 

 

Ｎo Content 条件 Col Pic format Length Description
０：照合支払、１：数量違い、２：条件違い
３：条件・数量違い、４：保留、５：約束無し、
６：支払済み、７：別途支払済み

６－１０照合区分
　　　　請求金額に対する照合をした際の結果の内容を示す。
　　　　０：照合支払、１：数量違い、２：条件違い、３：条件・数量違い、
　　　　４：保留、５：約束無し、６：支払済み、７：別途支払済み

◎照合区分10 1CHX(01)42

 

 

 

販売促進金支払データ 照合区分の新設について 
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－環境問題対応W・G（B）－ 

日本の環境行政の大きな特徴として、業界毎に「環境自主行動計画」を策定して国際的

に約束したＣＯ２の削減計画の実効性を高める事があります。弊協会も昨年環境関連法の改

正を受けて、平成１１年度に策定した「環境自主行動計画」の見直しを行い、①温暖化対

策と②廃棄物対策に取り組む新たな「環境自主行動計画」を策定いたしました。 

環境問題対応Ｗ・Ｇは、業界としての環境数値の実効性を高める意味からも、農林水産

省の環境自主行動計画フォローアップチームの委員であった三原 翠氏を講師にお招きし

て環境問題についての研修会を１月１３日（火）１３：３０～１５：００日食協会議室にて開催し

た。以下に当日の研修内容の骨子を掲載する。 

 

【講師】三原 翠 氏 

大学卒業後、１６年間 食品衛生研究所 食品部にて輸入食品検

査に携わった後、１９９２～２００１年春までネスレ日本株式会社に勤

務。 

２００２年以降は、ＩＳＯ審査や境マネジメントシステム構築に携わ

り、環境コーディネーターとして活躍。現職フリー。 

・農林水産省 環境自主行動計画フォローアップチーム元委員 

・ＮＰＯ法人 食品保健科学情報交流協議会常任理事 

・エムエポックコンサルティング株式会社 取締役 

・ＩＳＯ１４００１環境主任審査員（ＣＥＡＲ） 

・ＩＳＯ２２０００食品安全審査員補（ＪＦＡＲＢ，ＩＲＣＡ） 

・ＩＳＯ９００１品質審査員補（ＩＲＣＡ） 

・エコアクション２１審査人 

 

講演内容：環境自主行動計画について 

 

＜環境自主行動計画の歴史（農林水産省）＞ 

・２００５年度までに環境自主行動計画を策定した団体 

食品製造業１２団体、食品流通業１団体、外食産業１団体の合計１４団体 

内容は温室効果ガスの削減目標の設定と追跡 

・２００５年度は、２団体が目標達成（製糖業、即席麺業） 

・２００６年度は、更に３団体が達成（醤油協会、植物油協会、ハムソーセージ工業協会） 

 

＜環境自主行動計画の意義の変遷＞ 

・このままでは京都議定書は達成できないため、“自主的”と銘打ってきたものだが、より

厳しいものになってきている。 

講演録：「環境自主行動計画を考える」要旨 

講演する三原 翠氏 
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・しかし、企業は官庁の下でではなく、もっと対等な関係を持つべきである。 

・自主行動計画は目標数字が出てしまっている以上、数字で論議されることになるだろう。

しかし、その数字に対してのフォローアップまでには行っていない。 

・自主行動計画は京都議定書達成のためのステップで、軽く見ているわけではない。 

・国としては少しでも京都議定書達成に近づきたい。それでも達成できなかった部分につい

ては、排出権取引や環境税によって決着をつけることになる。その方が、個別に削減する

意欲が上がり、達成に近づけるかもしれないと考えている。 

 

＜データ把握＞ 

・協会毎の把握では限界がある。個々の企業毎に排出量把握が必要。 

・国内排出量取引試行では、ひとまず「総量」ではなく「原単位」でも可とする。 

 ※敷居を低くして導入を進めるため 

・食品卸業界としてはＩＴ化が一番のポイントではないか。 

・食品卸としての新しいありかたを模索 していかなければならない。 

 

講演内容：総括 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・排出量取引を行う前提で、企業としてどう取り組んでいくのか、どれだけのコストがかか

るのか、具体的にデザインしておけば、経営トップの判断がしやすくなるのではないか。 

・目先のコストだけではなく、先を見ることも重要。 

・それぞれの企業が自立し、リスク対策を打っておくべきである。他社の様子を見て動いて

いたら危ない。 

元気な企業はＰＤＣＡサイクルを早くに取り込んで、経営全般をＰＤＣＡでまわしている。環

境問題だけではなく、経営そのものとして取り入れてほしい。 

・本来の目標が何かを考える。「今」ばかりではなく「先」を見て、「他社」を気にするの

ではなく「自立」することを考える必要がある。 

以 上 

 

 

合理化の推進⇒完全IT化 

・ トレーサビリティの確立 

・ コスト削減 

・ 正確で速い処理 

・ 内部統制対応 

食品卸業界の道 
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－全国食品缶詰公正取引協議会－ 

 全国食品缶詰公正取引協議会は、（社）日本缶詰協会からの要請を受け、去る１２月９日に平

成２０年度第１回表示審査委員会を開催した。審議内容は同協会において策定が進められてい

る「原料原産地表示業界ガイドライン（案）」の内容に関する事項で、審議の結果は公正競争の

観点から以下の３点について検討するよう決定した。 

 

・ガイドライン（案）の用語において各関係法令等で定義化されている意味とは異なった使

い方をしているものがあり、活用しようとする事業者が内容を誤って解釈する可能性があ

るため、重要となる用語については定義を明確にすること。 

 

・表示対象の範囲について農産物製品及び畜産物製品について記載されているが、水産物製

品についての記載がなく、全ての水産物製品が表示対象の範囲外であると誤認させる恐れ

があるので、一部の製品は対象になる旨の一文を追加すること。 

 

・協会においてガイドライン策定作業をしている関係者は、ほとんど製造企業であるので、

表示責任を負う販売者の意見等を聴きガイドラインに反映せること。 

 

 

 

 

                      －商品開発研究会－ 

 １月１４日午後３時より日食協会議室において、昨年の１２月９日に開催された全国食品缶詰

公正取引協議会での結論を受けて、弊協会の商品開発研究会と（社）日本缶詰協会の技術委員会

及びワーキンググループの方々で「原料原産地表示業界ガイドライン（案）」についての意見交

換会を開催した。 

最初に（社）日本缶詰協会技術部部長 

土橋 芳和氏から「原料原産地表示ガイ

ドライン（案）」についての説明をいただ

いた後、質問を含めて幅広く意見の交換

を行った。 

 

 

 

商品開発研究会会場  

｢原料原産地表示業界ガイドライン（案）｣の文書について審議 

｢原料原産地表示業界ガイドライン(案)｣を審議検討 
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－近畿支部研修会－ 

２月１３日（金）（社）日本加工食品卸協会近畿支部と大阪府食品卸同業会との共催による新

春講演会が、２００名を超す会員・賛助会員の出席のもと、太閤園にて開催された。 

はじめに主催者を代表して、近畿支部長

の濱口 泰三氏（伊藤忠食品㈱）が「世界

の経済情勢は“信用収縮”“需要収縮”

“雇用・所得の収縮”この三つの収縮に劇

的に直面している。食品業界は、震源地か

ら最も遠く、津波被害が軽微と思われてい

るが、その影響はじわじわと押し寄せてく

ると予測される。“信用収縮”は企業の資

金繰りに影響を与え、倒産リスクが高まる

可能性があり、“雇用・所得の収縮”は

“需要収縮”に直結する。昨年は、食品資

源の高騰などによる生活防衛型の経済だっ

たが、本年は“所得減少と雇用問題”及び“企業防衛”が加わり、予測不確実性の高い一年に

なる。一方、生活や経済の重要な担い手である政治の世界も迷走を繰り返している。本日は評

論家の岩見先生に学び、大揺れの政治・経済の大波を“食品の安心・安全”と“価格の信頼

性”を基本に、卸売業界として上手に乗り越えて行く事を祈念する。」と挨拶した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界経済は、３つの収縮に直面 

開会の挨拶をする濱口泰三近畿支部長 

講演会 会場 
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講演する岩見隆夫氏 

閉会の挨拶をされる大阪府食品卸同業会 佐藤 進会長 

続いて政治評論家の岩見隆夫氏が「緊迫の政局を読む」と題して、混迷の度を増す政界の動

きを、表から、時には裏からと、いろいろなエピソードを交え大変興味深く講演された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に大阪府食品卸同業会会長の佐藤 

進氏（伊藤忠食品㈱）が、「府の経済状況

も好転、当食品業界も、今年こそは製・

配・販が一体となり不況を吹き飛ばそ

う。」との力強い挨拶で幕を閉じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－２月６日－ 

平成２１年２月６日（金）午後３時より、当番幹事の全国医療品卸商連合会の副会長店であ

るピップトウキョウ株式会社の会議室にて、異業種卸６団体２０名が出席して開催された。 

主要な議題としては、（社）日本医薬品卸業連合会から、①改正薬事法（販売制度改正）につ

いて ②返品問題について、全国化粧品日用品卸連合会から、①新型インフルエンザ対応につ

いて ②返品削減について、全国菓子卸商業組合連合会から、①ＣＯ２削減に関する勉強会の開

催について、全国医療品卸商連合会から①返品削減の取り組みについてが提起され、検討をお

こなった。 

弊協会からは、①「新環境自主行動計画」について報告を行った。異業種卸の交流会ではあ

るが、環境問題や返品問題など共通するテーマも多く熱心な会議内容であった。 

次回の開催予定は、当番幹事が全国化粧品日用品卸連合会で１０月６日（金）に決定。 

 

第25回 異業種交流委員会開催 
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－２月２０日－ 

２月２０日（金）九州・沖縄支部の研

修会が、ＡＮＡクラウンプラザホテル福

岡に於いて開催された。当日は九州地区

の会員及び賛助会員の幹部社員２００名余

りが出席、冒頭、同地区の本村道生支部

長（コゲツ産業株式会社代表取締役社

長）より挨拶のあと、引き続き研修会が

開始された。以下研修会での講演内容を

お伝えする。 

 

 

 

 

 

日本の流通業の実情とＭ＆Ａ時代の対応 

 

    フロンティア・マネジメント（株） 代表取締役 松岡 真宏 先生 

 

松 岡 真 宏（まつおか・まさひろ）氏 

東京大学経済学部卒業後（株）野村総合研究所・バークレイズ証券会社を経て１９９７年ＵＢＳ証
券会社に入社、１９９９年に株式調査部長兼マネージングディレクターに就任。２００３年に（株）産
業再生機構に入社後、マネージングディレクターに就任。２００７年に現フロンティア・マネジ
メント（株）を設立し代表取締役に就任し現在に至る。 

 

まずはじめに、日頃われわれが日本のマ

ーケットに対して感じている認識の違いを

指摘、例えば、日本の小売業は零細企業が

多く、流通業としては非効率なため、生産

性が低く物価が高い原因であるなどと言わ

れているが、日本の生活必需品は極めて安

い、何故かと言うと、中小の小売業の競争

が激しいこと、同時にその小売業は中間流

通業である卸によって支えられていること

が安定した安い物価を保つ大きな要因にな

っている。卸が介在することであらゆる商

品調達が可能になり、面倒な物流要請にも応えられる。卸売業は商品を右から左に流すだけで

口銭を稼いでいると思われ、正当な評価をされていない。効率性・物価・生産性は必ずしも同

挨拶される本村道生支部長 

講 演 録 

講演する松岡真宏先生 

九州・沖縄支部研修会開催 
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心円上の議論ではなく、卸の役割は大きくその存在は無視できない。米国と比較し日本の賃金

は三割弱高いが、家賃やエネルギーは五割強・上下水道は七割強高いため、賃金の割高感は少

ないといえる。この様な状況の中で、都市部における労働集約型といえる対面型のビジネスモ

デルの日本と、地方における設備集約型といえるセルフ型のビジネスモデルの米国とを比べる

と、日本の労働生産性が低いのは当然である。 

今、この特有な市場環境の我が国で、新たな変革が起きつつある。１９８５年に大小取り混ぜ

て２６０件だったＭ＆Ａが、２００６年には２７００件と１０倍強に膨らんでいる。背景には低成長経

済へ突入したこと、持ち株構造の変化、制度の変更とアドバイザービジネスの拡大等があげら

れる。シェア維持だけでは減収につながる時代に、また、株主の発言力が強まってきたり、売

り手と買い手の保有情報に大きな格差が無くなったこと等から、経営陣に求められる新たな条

件として、本業以外の能力（金融市場や法律・会計などの制度市場の知識）を習得するか、ブ

レーンまたはコンサルタントを経営陣に加える必要が出てきた。 

企業価値の本源が保有担保価値から、将来利益をどれだけ生み出せるかという収益価値に変

わり、「金利＋５～６％の利益」が出せないと資金調達が難しくなる。 

自由競争・規制緩和の状況の中、大手の寡占化がどんどん進むが、Ｍ＆Ａが進み大手に集約

化されることがイコール大手が勝つ事ではなく、強い奴が勝つのである。 

しかも、日本のスーパーとドラッグの業界は決して寡占化が進んでいるとは言えない。大手

になればなるほどハイコストになり、厳しい経営環境を余儀なくされる。そういった中で、純

粋に卸の介在した数少ない産業が食品小売産業であり、この先も卸としての独自の機能を最大

限発揮して戴き、その存在価値を知らしめて欲しいと強く考えている。 

 

 

流通構造・取引関係等の変化と卸売業の対応の方向 

財団法人 流通経済研究所 理事 高橋 佳生 先生 

高 橋 佳 生（たかはし・よしお）氏 

青山学院大学大学院国際政治経済学部の修士課程を終了後、メーカー勤務(米国を含む)後、１９８７

年財団法人流通経済研究所に入所、主任研究員を経て、現在は理事の要職に就任 現在に至る。 

 

世界的にバブルがはじけ、それに支えら

れてきた日本の自動車産業や電機産業界を

中心として大きなダメージを受けた。経済

全体が収縮し、消費が小さく市場規模が拡

大せず、インフレ基調からデフレの再来と

なる。昨年１０月以降、生産が急激に減

少、反面、在庫率が大幅に上がり、生活者

も不安感から節約志向になってきている。

食品業界は業態別にみると、ＣＶＳは好

調、食品スーパーは堅調、ＧＭＳは厳しく

百貨店は不振を極めている。食品スーパー 講演する高橋佳生先生 
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は売り場面積が増えたが、売り場効率が多少減少、ＧＭＳは面積は２割弱増えたが売上は２割

強の減少、しかし、ＣＶＳだけは両方とも順調に増加している。注目すべきは通販・カタログ

販売業界で３割以上も売り上げを伸ばし、かつて食品は関係ないという印象だったが、近年は

そんな事はなく、消費者の購買の仕方が大きく変わってきた。 

そこで流通業界の新たな再編の時代に突入した。効率化の一環として、Ｍ＆Ａやグループ

化、異業種間での提携等が日常茶飯事の状態となっている。スケールメリットを生かす形のＰ

Ｂの拡大、流通の効率化による収益の拡大、情報共有化によるＳＣＭの推進などであるが、

我々卸売業としては既存の経営資源をフルに活用し、小売業を全面的にサポートできる好位置

に存在している。さらに新しいイノベーションを取り込み、付加価値を付けて流通の効率化に

取り組むことも、インターネット等を通じて、新たな販売チャネルの開拓に挑戦することも可

能である。 

近年大きな制度改正が予定されている。この制度変更により競争関係が大きく変化する事、

薬事法の改正・省エネ法の改正・食品リサイクル法の改正等全てが卸売業に影響を及ぼすので

関心を持って取り組むことが大事である事、また、メーカーの建値制度の実情の説明、センタ

ーフィーの問題等を、味の素・ＰＧ社・カ

ルビー・ネスレ・ユニリーバの各社を例に

出し留意点や課題等の説明を受ける。特に

センターフィーの負担が大きいことから、

①専用センターの汎用化（複数企業の一括

配送のメリットの追求）②卸の共同配送化

（三温度帯同時配送等）③首都圏に於ける

共同配送など、既に競合先との間で進めて

いる業界も有り、配送効率・作業効率を上

げ、少しでもこのセンターフィー負担の軽

減が図れるよう努力すべきだと思います。 

 

 

 

 

－環境問題対応W・G（A）－ 

 

平成１９年１２月に施行された改正食品リサイクル法では、食品廃棄物等の発生量が年間

１００トン以上の食品関連事業者（食品廃棄物等多量発生事業者）に対して、毎年度、主務

大臣に食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務

付けられました。これに伴い、上記に該当する事業者は、平成２０年度の状況を本年４月

１日から６月末までに、農林水産省等に対し報告することになります。 

本件については、弊協会が平成２０年３月に作成した改訂版「食品リサイクル法」への

対応ガイドラインや以下の資料を参照して適切な対応をお願いしたい。 

会場風景 

改正食品リサイクル法における定期報告について 
 



－ 55 － 

  



－ 56 － 

  



－ 57 － 

  



－ 58 － 

  



－ 59 － 

  



－ 60 － 

  



－ 61 － 

  



－ 62 － 

  



－ 63 － 

 

 

 

食品事業者におけるコンプライアンスの徹底について  

関連省庁・団体からのお知らせ 



－ 64 － 

かつおぶし関連加工品の食品表示の適正化について  



－ 65 － 

  



－ 66 － 
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－ 68 － 

 

  



－ 69 － 

  



－ 70 － 

高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及等について 

 

  



－ 71 － 

国際穀物相場の動向を踏まえた輸入麦の政府売渡価格の改定と麦関連製品の 

適正な価格設定について 

  



－ 72 － 

 

  



－ 73 － 

  



－ 74 － 

 

 


